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Ｔ   Ｅ   Ｌ （022）742－3115（直通）

 

期末配当(増配・記念配当)ならびに株主優待制度の廃止に関するお知らせ 

当社は、以下のとおり、平成25年3月31日を基準日とする剰余金の配当（増配・記念配当）を行うこと、

ならびに、同基準日の株主優待を最後に株主優待制度を廃止することといたしましたので、お知らせいた

します。 

記 

１．平成25年3月期の配当について 

（１） 配当の内容 

 中間配当の実績 期末配当の予定 通期合計 

当期実績および予定 

 

10 円 00 銭 

（普通配当 10 円） 

 

決議日 平成 24 年 10 月 24 日

基準日 平成 24 年 9 月 30 日 

支払日 平成 24 年 12 月 10 日

15 円 00 銭 

（普通配当 12 円） 

（記念配当 3円） 

決議日 平成 25 年 5 月 7日 

基準日 平成 25 年 3 月 31 日 

支払日 平成 25 年 6 月 13 日 

25 円 00 銭 

（普通配当 22 円）

（記念配当 3円）

前回予想 

（平成24年5月8日） 

10 円 00 銭 10 円 00 銭 20 円 00 銭 

 ※ 株主の皆様への利益還元の機会を充実させるという観点から、当期より中間配当を実施いたしております。 

 ※ 期末配当金の支払総額は1億62百万円で、支払原資は、利益剰余金であります。 

（２） 増配の理由 

当期、やまやグループは店舗数 300 店舗に達しました。これもひとえに株主様をはじめ、お客様、関係

各位のご支援、ご協力の賜物と心から感謝申し上げます。 

ついては、平成 25 年 3 月 31 日を基準日する期末配当金を１株当たり 10 円に予定しておりましたが、株

主様に日頃の支援に感謝の意を表し、5円増配し期末 15 円（普通配当 12 円、記念配当 3円）にすることに

いたしました。平成 25 年 3 月期の年間配当金につきましては、既に実施しております中間配当 10 円とあ

わせまして、1 株当たり 25 円となります。期末配当金の効力の発生日は平成 25 年 6 月 13 日を予定してい

ます。 

（ご参考） 

 中間配当 期末配当 通期合計 

前期実績 0 円 00 銭 

 

20 円 00 銭 

（普通配当 20 円） 

基準日 平成 24 年 3 月 31 日 

支払日 平成 24 年 6 月 14 日 

20 円 00 銭 

（普通配当 20 円）

 ※ 前期は、平成24年1月末日を基準日として、平成24年2月1日付で普通株式１株につき1.1株の分割を実施し

た上で、期末配当金については、当初1株当たり17円を3円増配の20円とさせていただきました。株主分割を考慮

すると1 株あたりの配当金は22円となり、実質的に5円の増配を実施いたしました。 



 

 

２．株主優待制度の廃止について 

（１） 株主優待制度廃止の理由 

当社は、株主優待制度として毎年 3月 31 日現在の当社株主名簿に記録された 100 株以上保有の株主の皆

様を対象に、株主優待制度を実施してまいりました。 

この度、株主の皆様に対する公平な利益還元のあり方という観点から改めて見直しを行い、慎重に検討

を重ねました結果、配当金による利益還元を充実していくことがより適切であると判断し、株主優待制度

を廃止することといたしました。 

今後も株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識し、安定的かつ継続的な配当の実施ならび

に業績の向上に全力で取り組んでまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。 

 

（２） 株主優待制度廃止の時期 

本年 6 月初旬に実施する予定（平成 25 年 3 月 31 日基準日）の株主の皆様への贈呈を最後に、廃止させ

ていただきます。平成 26 年 3 月 31 日基準日からは株主優待制度はございません。 

 

 

以 上 

 

 

 


